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（ 開議時刻 １３時３０分 ） 

 

議長（ 鈴木満君 ） 

  ただいまから本日の会議を開きます。 

  ただいまの出席議員は 10 名です。定足数に達

していますので、会議は成立しました。 

  本日の議事日程は、あらかじめ告示したとおり

です。 

  これから本日の議事日程に入ります。 

  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

本日の会議録署名議員は、葛巻町議会総合条例第

120 条の規定により、議長から、３番、藤岡徹議

員及び７番、高宮一明議員を指名します。 

  次に、日程第２、議案第 28号、令和６年度葛巻

町一般会計補正予算（第２号）から日程第 21、同

意第 13 号、固定資産評価審査委員会の委員の選

任に関し同意を求めることについてまでの 20 議

案について、輝くふるさと常任委員会に審査を付

託しておりますので、輝くふるさと常任委員長の

審査報告を求めます。輝くふるさと常任委員長、

辰柳敬一委員長。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一君 ） 

  本委員会に付託された事件は、審査の結果、次

のとおり決定したので、葛巻町議会総合条例第

157条の規定により報告します。 

  議案第 28 号、令和６年度葛巻町一般会計補正

予算（第２号）、審査の結果、賛成全員をもって

原案可決。議案第 29号、刑法等の一部を改正する

法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例、

審査の結果、賛成全員をもって原案可決。議案第

30号、葛巻町国民健康保険条例の一部を改正する

条例、審査の結果、賛成全員をもって原案可決。

議案第 31 号、葛巻町ふるさとづくり寄附条例の

全部を改正する条例、審査の結果、賛成全員をも

って原案可決。議案第 32号、行政手続における特

定の個人を識別するための個人番号の利用及び

特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正

する条例、審査の結果、賛成全員をもって原案可

決。議案第 33号、葛巻町水道事業給水条例の一部

を改正する条例、審査の結果、賛成全員をもって

原案可決。議案第 34号、人権擁護委員の候補者の

推薦に関し意見を求めることについて、審査の結

果、賛成全員をもって意見適任。議案第 35号、人

権擁護委員の候補者の推薦に関し意見を求める

ことについて、審査の結果、賛成全員をもって意

見適任。議案第 36号、岩手県後期高齢者医療広域

連合規約の一部変更の協議に関し議決を求める

ことについて、審査の結果、賛成全員をもって原

案可決。議案第 37号、葛巻町新庁舎建設工事（２

期：外構工事）の請負契約の締結に関し議決を求

めることについて、審査の結果、賛成全員をもっ

て原案可決。議案第 38号、町道葛巻浦子内線道路

改良整備（その６）工事の請負契約の締結に関し

議決を求めることについて、審査の結果、賛成全

員をもって原案可決。認定第１号、令和５年度葛

巻町一般会計歳入歳出決算の認定について、審査

の結果、賛成全員をもって原案認定。認定第２号、
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令和５年度葛巻町国民健康保険事業勘定特別会

計歳入歳出決算の認定について、審査の結果、賛

成全員をもって原案認定。認定第３号、令和５年

度葛巻町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決

算の認定について、審査の結果、賛成全員をもっ

て原案認定。認定第４号、令和５年度葛巻町後期

高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて、審査の結果、賛成全員をもって原案認定。

認定第５号、令和５年度葛巻町国民健康保険病院

事業会計決算の認定について、審査の結果、賛成

全員をもって原案認定。認定第６号、令和５年度

葛巻町水道事業会計決算の認定について、審査の

結果、賛成全員をもって原案認定。同意第 11号、

教育委員会の委員の任命に関し同意を求めるこ

とについて、審査の結果、賛成全員をもって原案

同意。同意第 12号、教育委員会の委員の任命に関

し同意を求めることについて、審査の結果、賛成

全員をもって原案同意。同意第 13号、固定資産評

価審査委員会の委員の選任に関し同意を求める

ことについて、審査の結果、賛成全員をもって原

案同意。 

  以上のとおり報告いたします。令和６年９月 12

日、輝くふるさと常任委員会委員長、辰柳敬一。 

 

議長（ 鈴木満君 ） 

  輝くふるさと常任委員長の審査報告が終わり

ました。 

  お諮りします。議案第 28号から同意第 13号ま

での 20 議案は、輝くふるさと常任委員会で質疑

を終わっていますので、質疑を省略し、討論、採

決に入りたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

  異議なしと認めます。 

  これより日程第２、議案第 28号、令和６年度葛

巻町一般会計補正予算（第２号）を議題とします。 

  これから討論を行います。討論ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第 28 号を採決します。この採決

は起立によって行います。 

  本案に対する委員長の報告は原案可決です。委

員長の報告のとおり決定することに賛成の方は

起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、議案第 28号、令和

６年度葛巻町一般会計補正予算（第２号）は、委

員長報告のとおり可決されました。 

  次に、日程第３、議案第 29号、刑法等の一部を

改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関

する条例を議題とします。 

  これから討論を行います。討論ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第 29 号を採決します。この採決

は起立によって行います。 

  本案に対する委員長の報告は原案可決です。委

員長の報告のとおり決定することに賛成の方は
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起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、議案第 29号、刑法

等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例

の整理に関する条例は、委員長報告のとおり可決

されました。 

  次に、日程第４、議案第 30号、葛巻町国民健康

保険条例の一部を改正する条例を議題とします。 

  これから討論を行います。討論ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第 30 号を採決します。この採決

は起立によって行います。 

  本案に対する委員長の報告は原案可決です。委

員長の報告のとおり決定することに賛成の方は

起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、議案第 30号、葛巻

町国民健康保険条例の一部を改正する条例は、委

員長報告のとおり可決されました。 

  次に、日程第５、議案第 31号、葛巻町ふるさと

づくり寄附条例の全部を改正する条例を議題と

します。 

  これから討論を行います。討論はありません

か。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第 31 号を採決します。この採決

は起立によって行います。 

  本案に対する委員長の報告は原案可決です。委

員長の報告のとおり決定することに賛成の方は

起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、議案第 31号、葛巻

町ふるさとづくり寄附条例の全部を改正する条

例は、委員長報告のとおり可決されました。 

  次に、日程第６、議案第 32号、行政手続におけ

る特定の個人を識別するための個人番号の利用

及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を

改正する条例を議題とします。 

  これから討論を行います。討論ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第 32 号を採決します。この採決

は起立によって行います。 

  本案に対する委員長の報告は原案可決です。委

員長の報告のとおり決定することに賛成の方は

起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、議案第 32号、行政

手続における特定の個人を識別するための個人

番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条

例の一部を改正する条例は、委員長報告のとおり

可決されました。 

  次に、日程第７、議案第 33号、葛巻町水道事業

給水条例の一部を改正する条例を議題とします。 

  これから討論を行います。討論ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 
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  これで討論を終わります。 

  これから議案第 33 号を採決します。この採決

は起立によって行います。 

  本案に対する委員長の報告は原案可決です。委

員長の報告のとおり決定することに賛成の方は

起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、議案第 33号、葛巻

町水道事業給水条例の一部を改正する条例は、委

員長報告のとおり可決されました。 

  次に、日程第８、議案第 34号、人権擁護委員の

候補者の推薦に関し意見を求めることについて

を議題とします。 

  これから討論を行います。討論ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第 34 号を採決します。この採決

は起立によって行います。 

  本案に対する委員長の報告は適任です。委員長

の報告のとおり決定することに賛成の方は起立

願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、議案第 34号、人権

擁護委員の候補者の推薦に関し意見を求めるこ

とについては、委員長報告のとおり適任とするこ

とに決定しました。 

  次に、日程第９、議案第 35号、人権擁護委員の

候補者の推薦に関し意見を求めることについて

を議題とします。 

  これから討論を行います。討論ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第 35 号を採決します。この採決

は起立によって行います。 

  本案に対する委員長の報告は適任です。委員長

の報告のとおり決定することに賛成の方は起立

願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、議案第 35号、人権

擁護委員の候補者の推薦に関し意見を求めるこ

とについては、委員長報告のとおり適任とするこ

とに決定しました。 

  次に、日程第 10、議案第 36 号、岩手県後期高

齢者医療広域連合規約の一部変更の協議に関し

議決を求めることについてを議題とします。 

  これから討論を行います。討論ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第 36 号を採決します。この採決

は起立によって行います。 

  本案に対する委員長の報告は原案可決です。委

員長の報告のとおり決定することに賛成の方は

起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、議案第 36号、岩手

県後期高齢者医療広域連合規約の一部変更の協

議に関し議決を求めることについては、委員長報

告のとおり可決されました。 
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  次に、日程第 11、議案第 37 号、葛巻町新庁舎

建設工事（２期：外構工事）の請負契約の締結に

関し議決を求めることについてを議題とします。 

  これから討論を行います。討論ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第 37 号を採決します。この採決

は起立によって行います。 

  本案に対する委員長の報告は原案可決です。委

員長の報告のとおり決定することに賛成の方は

起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、議案第 37号、葛巻

町新庁舎建設工事（２期：外構工事）の請負契約

の締結に関し議決を求めることについては、委員

長報告のとおり可決されました。 

  次に、日程第 12、議案第 38 号、町道葛巻浦子

内線道路改良整備（その６）工事の請負契約の締

結に関し議決を求めることについてを議題とし

ます。 

  これから討論を行います。討論ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第 38 号を採決します。この採決

は起立によって行います。 

  本案に対する委員長の報告は原案可決です。委

員長の報告のとおり決定することに賛成の方は

起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、議案第 38号、町道

葛巻浦子内線道路改良整備（その６）工事の請負

契約の締結に関し議決を求めることについては、

委員長報告のとおり可決されました。 

  次に、日程第 13、認定第１号、令和５年度葛巻

町一般会計歳入歳出決算の認定についてから日

程第 18、認定第６号、令和５年度葛巻町水道事業

会計決算の認定についてまでの６議案を一括議

題とします。 

  お諮りします。認定第１号から認定第６号まで

の６議案について、一括討論を行いたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

  異議なしと認め、認定第１号から認定第６号ま

での６議案について、一括討論を行います。 

  まず、原案に反対者の発言を許します。 

（ 「なし」の声あり ） 

  次に、原案に賛成者の発言を許します。５番、

山岸はる美議員。 

 

５番（ 山岸はる美君 ） 

  それでは、私は認定第１号から認定第６号まで

の令和５年度葛巻町一般会計歳入歳出決算及び

５件の特別会計歳入歳出決算につきまして、先ほ

ど輝くふるさと常任委員長から報告のありまし

たとおり、認定することに賛成の立場から討論い

たします。 

  令和５年度は、５月に新型コロナウイルス感染

症が５類へ移行したことにより様々な制限が緩
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和され、停滞していた経済活動が緩やかに回復

し、インバウンド需要の復活など明るい兆しが見

え始めた一方で、世界的なエネルギー、原材料価

格の高騰が長期にわたっており、依然として先行

きが不透明である中、町においては総合計画中期

計画の最終年度に当たる年であり、町の最重要課

題を人口減少対策及び地方創生と位置づけ、課題

の解決に向けた基本目標を「いきいきと輝き続け

る“ひと”」、「誰もが住みたくなる“まち”」、

「地域資源を活かす“しごと”」とし、各分野に

おけるまちづくりが一層推進されたものと感じ

ております。 

  まず、「いきいきと輝き続ける“ひと”」に関

する取組では、老朽化が著しい五日市保育園園舎

の整備のほか、若い世代や子育て世帯の経済的負

担の軽減を図るため、保育料や学校給食の完全無

償化、生後７か月から３歳までの乳幼児を在宅で

育児する保護者を支援する在宅子育て支援金を

支給するなど、子供を安心して産み育てられる環

境の充実に向けた対策を実施していただきまし

た。あわせて、山村留学制度や公営学習塾のさら

なる充実が図られ、町の将来を担う人材育成の場

をしっかりと守っていただいたものと認識して

おります。 

  また、令和４年度に３自治会が統合した冬部自

治会の新たな活動拠点となる冬部コミュニティ

センターの整備により、住民の安全性と利便性の

向上が一層図られたほか光、光熱水費の高騰や高

齢化等による自治会の負担軽減に向けた自治会

活動交付金を拡充するなど、自治会のコミュニテ

ィー活動の推進を支援していただいたことに感

謝申し上げたいと思います。 

  次に、「誰もが住みたくなる“まち”」に関す

る取組で、令和 14 年度の稼働を予定している盛

岡広域環境組合でのごみ焼却処理までの期間、安

定的な運転を継続していくため、清掃センターの

大規模改修を実施していただきました。 

  また、町民の利便性向上と町のにぎわい創出に

向け、複合庁舎くずま～るが町の進める地方創生

の新たな拠点となるよう、庁舎等建設事業の２期

工事と併せて、くずま～る周辺の環境整備を着実

に進め、人口減少、少子高齢化が進行する中であ

っても、誰もが地域で暮らすことができる持続可

能なまちづくりの取組に引き続き期待するもの

であります。 

  次に、「地域資源を活かす“しごと”」に関す

る取組では、酪農振興において飼料自給率の向上

と良質な牧草生産による高品質な生乳生産を図

るため、草地更新支援事業を拡充し、持続可能な

粗飼料生産の基盤強化を集中的に実施するなど、

長引く飼料等高騰価格等の永続的な対策を講じ

ていただきました。 

  また、商工振興費では燃料等の価格高騰による

負担増を踏まえ、町内全世帯に対して、１世帯当

たり１万円のくずまき商品券を交付いただいた

ほか、快適な住まいづくり応援事業を拡充したこ

とにより、町民の居住環境の向上と町内経済の活

性化が一層図られました。 
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  観光振興におけるＤＭＯ事業では、複合庁舎く

ずま～るや全国的にも珍しい木製上屋が整備さ

れた大橋などを中心とした「歩きまわりたくなる

まちなか」の実現に向け、官民一体となって町の

魅力向上に取り組まれておりますが、まちづくり

の人材育成や若者の雇用創出と併せてＤＭＯ事

業のこれまでの実績をさらに磨き上げ、事業の狙

いである観光を切り口とした地域活性化、関係人

口、交流人口の創出などが図られるよう、より一

層の奮闘を期待しております。 

  町の財政運営に係る各種財政指標につきまし

ても、総じて良好な状態が維持されていると認め

られているところであり、庁舎等建設事業などの

大型事業の実施により地方債残高が増加してい

るところでありますが、交付税措置のある有利な

起債を活用するほか、余剰財源などを活用して地

方債の繰上償還や基金への積み増しを行うなど、

将来を見据えた財政健全化対策を講じておられ

ることは高く評価するところであります。 

  町財政の健全性維持は、安定的な町政運営にと

って非常に重要であることから、引き続き堅実な

財政運営に努めていただきたいと思います。 

  以上申し上げましたとおり、一般会計におきま

しては各種事業が効率的、効果的に執行されたこ

とは高く評価するものであります。 

  次に、特別会計でありますが、国民健康保険事

業勘定特別会計、農業集落排水事業特別会計及び

後期高齢者医療事業特別会計においては、それぞ

れ所期の目的に沿った予算執行がなされており

ますが、国保会計では国保制度改革に伴う一般会

計からの法定外繰入れの削減による財源不足を

財政調整基金で補っている状況であることから、

基金残高も踏まえ、保険税の税率改正も見据えた

国保財政の健全化と町民が安心して医療を受け

られるよう、引き続きご尽力いただきたいと思い

ます。 

  また、病院事業会計及び水道事業会計において

は、患者数や給水人口の減により収益が減少して

いるほか、物価高騰による委託料等の費用の増加

により厳しい運営が続いている中、町民が安心し

て診療が受けられる医療体制づくりや安定的な

給水確保に努めていただいていることに感謝申

し上げたいと思います。 

  以上のことから、冒頭申し上げましたとおり、

各会計の決算の認定に賛成であります。 

  現在、社会情勢は、2024年春闘における賃上げ

率が 30 年ぶりの高水準となった昨年を大幅に上

回るなど所得環境が改善し、消費は持ち直しに転

じると期待される一方で、物価高騰が長期化して

いる状況であり、地域経済、住民生活はもとより

行政サービスにも大きく影響が及んでおります。

このような状況にあっても、行政サービスの水準

を維持し、町勢発展に向けて必要な事業を展開す

るために迅速かつ柔軟な行財政運営に努め、町民

の皆さんが安全安心に暮らすことができ、幸せを

実感できるまちづくりに引き続き取り組まれる

ことをお願い申し上げます。 

  それでは、議員各位のご賛同を賜りますよう、
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よろしくお願い申し上げまして、私の賛成討論を

終わります。 

 

議長（ 鈴木満君 ） 

  ほかに討論ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで討論を終わります。 

  これから採決に入ります。この採決は起立によ

って行います。 

  認定第１号、令和５年度葛巻町一般会計歳入歳

出決算の認定について、本案に対する委員長の報

告は認定とするものです。委員長の報告のとおり

認定することに賛成の方は起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、認定第１号、令和

５年度葛巻町一般会計歳入歳出決算の認定につ

いては、委員長報告のとおり認定することに決定

しました。 

  次に、認定第２号、令和５年度葛巻町国民健康

保険事業勘定特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて、本案に対する委員長の報告は認定するもの

です。委員長の報告のとおり認定することに賛成

の方は起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、認定第２号、令和

５年度葛巻町国民健康保険事業勘定特別会計歳

入歳出決算の認定については、委員長報告のとお

り認定することに決定しました。 

  次に、認定第３号、令和５年度葛巻町農業集落

排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について、

本案に対する委員長の報告は認定とするもので

す。委員長の報告のとおり認定することに賛成の

方は起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、認定第３号、令和

５年度葛巻町農業集落排水事業特別会計歳入歳

出決算の認定については、委員長報告のとおり認

定することに決定しました。 

  次に、認定第４号、令和５年度葛巻町後期高齢

者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て、本案に対する委員長の報告は認定とするもの

です。委員長の報告のとおり認定することに賛成

の方は起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、認定第４号、令和

５年度葛巻町後期高齢者医療事業特別会計歳入

歳出決算の認定については、委員長報告のとおり

認定することに決定しました。 

  次に、認定第５号、令和５年度葛巻町国民健康

保険病院事業会計決算の認定について、本案に対

する委員長の報告は認定とするものです。委員長

の報告のとおり認定することに賛成の方は起立

願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、認定第５号、令和

５年度葛巻町国民健康保険病院事業会計決算の

認定については、委員長報告のとおり認定するこ

とに決定しました。 
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  次に、認定第６号、令和５年度葛巻町水道事業

会計決算の認定について、本案に対する委員長の

報告は認定とするものです。委員長の報告のとお

り認定することに賛成の方は起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、認定第６号、令和

５年度葛巻町水道事業会計決算の認定について

は、委員長報告のとおり認定することに決定しま

した。 

  次に、日程第 19、同意第 11 号、教育委員会の

委員の任命に関し同意を求めることについてを

議題とします。 

  お諮りします。討論を省略して、採決に入りた

いと思います。これにご異議ありませんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

  異議なしと認めます。 

  これから同意第 11 号を採決します。この採決

は起立によって行います。 

  本案に対する委員長の報告は原案同意です。委

員長の報告のとおり同意することに賛成の方は

起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、同意第 11号、教育

委員会の委員の任命に関し同意を求めることに

ついては、委員長報告のとおり同意されました。 

  次に、日程第 20、同意第 12 号、教育委員会の

委員の任命に関し同意を求めることについてを

議題とします。 

  お諮りします。討論を省略して、採決に入りた

いと思います。これにご異議ありませんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

  異議なしと認めます。 

  これから同意第 12 号を採決します。この採決

は起立によって行います。 

  本案に対する委員長の報告は原案同意です。委

員長の報告のとおり同意することに賛成の方は

起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、同意第 12号、教育

委員会の委員の任命に関し同意を求めることに

ついては、委員長報告のとおり同意されました。 

  次に、日程第 21、同意第 13 号、固定資産評価

審査委員会の委員の選任に関し同意を求めるこ

とについてを議題とします。 

  お諮りします。討論を省略して、採決に入りた

いと思います。これにご異議ありませんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

  異議なしと認めます。 

  これから同意第 13 号を採決します。この採決

は起立によって行います。 

  本案に対する委員長の報告は原案同意です。委

員長の報告のとおり同意することに賛成の方は

起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、同意第 13号、固定

資産評価審査委員会の委員の選任に関し同意を

求めることについては、委員長報告のとおり同意

されました。 
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  次に、日程第 22、発委第２号、葛巻町議会の個

人情報の保護に関する条例の一部を改正する条

例を議題としたいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

  異議なしと認めます。 

  これより発委第２号を議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。議会運営委員会、

姉帯春治委員長。 

 

議会運営委員長（ 姉帯春治君 ） 

  発委第２号、葛巻町議会の個人情報の保護に関

する条例の一部を改正する条例について、地方自

治法第 112 条及び葛巻町議会総合条例第 20 条第

２項の規定により、別紙のとおり提出します。 

  改正の内容でありますが、刑法等の一部を改正

する法律が令和４年度に制定されたことに伴い、

条例中の「懲役」または「禁錮」の規定を「拘禁

刑」に改めるものであります。 

  提案の理由ですが、刑法等の一部を改正する法

律の施行に伴い、所要の整理をしようとするもの

であります。 

  附則でありますが、令和７年６月１日から施行

します。 

  以上で説明を終わります。 

 

議長（ 鈴木満君 ） 

  これで提案理由の説明を終わります。 

  お諮りします。本発委案は、葛巻町議会総合条

例第 46 条第３項の規定により、輝くふるさと常

任委員会へ審査を付託しないこととしたいと思

います。これにご異議ありませんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

  異議なしと認めます。 

  お諮りします。本発委案は、全議員で協議し提

出された案件でありますので、質疑、討論を省略

し、採決に入りたいと思います。これにご異議あ

りませんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

  異議なしと認めます。 

  これより採決に入ります。この採決は起立によ

って行います。 

  発委第２号、葛巻町議会の個人情報の保護に関

する条例の一部を改正する条例は、原案のとおり

決定することに賛成の方は起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、発委第２号、葛巻

町議会の個人情報の保護に関する条例の一部を

改正する条例は、原案のとおり可決されました。 

  次に、日程第 23、議員派遣の件についてを議題

とします。 

  お諮りします。葛巻町議会総合条例第 121条第

１項の規定により、議員派遣の件に記載されてい

るとおり議員を派遣したいと思います。これにご

異議ありませんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

  異議なしと認めます。 

  したがって、議員派遣の件については、記載の
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とおり派遣することに決定しました。 

  以上で本日の日程は全て終了し、本定例会議に

付された事件は全部終了しました。 

  なお、本定例会議に付された事件は全部終了し

ましたので、明日９月 13日は休会といたします。 

  これで令和６年葛巻町議会９月定例会議を終

了します。 

  次回は、12月第１金曜日の６日に再開すること

とします。ご苦労さまでした。 

 

（ 散会時刻 １４時１５分 ） 

 


